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お知らせ

護
保
険
の
自
己
負
担
の
合
算
額
が
基
準
額

（
別
表
）を
超
え
た
場
合
、
超
え
た
分
が
申
請

に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

（
別
表
）

▼
支
給
条
件
／

・
算
定
期
間　
平
成
30
年
８
月
分
か
ら
令
和

元
年
７
月
分
ま
で

・
計
算
対
象　
令
和
元
年
７
月
末
時
点
で
加

入
し
て
い
る
医
療
保
険
ご
と
に
計
算
し
ま
す
。

・
計
算
対
象
に
な
る
自
己
負
担
額　
「
高
額

療
養
費
」・「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」の
対

象
と
な
る
自
己
負
担
額
で
す
。（
す
で
に「
高

民
生
委
員
に
よ
る

高
齢
者
世
帯
調
査
を
行
い
ま
す

■問
高
齢
福
祉
課 

☎（
55
）７
１
１
６

　
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
、
高
齢
者
の
み
世

帯
の
方
を
対
象
に
民
生
委
員
が
、
対
象
者
の

お
宅
を
訪
問
し
緊
急
連
絡
先
な
ど
の
聞
き
取

り
調
査
を
し
ま
す
。
こ
の
調
査
に
よ
り
台
帳

を
作
成
し
、
緊
急
時
の
対
応
な
ど
の
た
め
の

基
礎
資
料
と
し
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

▼
実
施
期
間
／
３
月
中
旬
～
５
月
中
旬

▼
対
象
者
／
昭
和
30
年
４
月
１
日
以
前
生
ま

れ
の
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
の
方
、
高
齢
者

の
み
世
帯
の
方

４
月
１
日
か
ら
愛
西
市
巡
回
バ
ス
の

ル
ー
ト
・
時
刻
表
を
改
定
し
ま
す

■問
総
務
課 

☎（
55
）７
１
２
０

　
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ま
で

の
利
用
状
況
や
市
民
の
皆
様
か
ら
の
ご
意
見

を
基
に
、
４
月
１
日（
水
）か
ら
巡
回
バ
ス
の

ル
ー
ト
及
び
時
刻
を
改
定
し
ま
す
。

　
ま
た
、新
た
な
ル
ー
ト
で
は
、既
存
の
ル
ー

ト
お
よ
び
時
刻
表
の
改
定
を
は
じ
め
、
佐
織

南
ル
ー
ト
に『
津

島
市
民
病
院
』行

き
の
バ
ス
停
を
設

置
し
ま
す
。

　
詳
細
は
、
３
月

号
広
報
と
同
時
に

配
布
し
ま
す
経
路

図
・
時
刻
表
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

額
療
養
費
」・「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」と

し
て
支
給
が
あ
っ
た
場
合
は
、
支
給
額
を
差

し
引
い
た
金
額
が
計
算
対
象
）

※
医
療
保
険
・
介
護
保
険
と
も
に
、
計
算
対

象
と
な
る
自
己
負
担
額
が
あ
る
こ
と
が
必
要

（
例
え
ば
、
国
民
健
康
保
険
の
方
で
介
護
認

定
を
受
け
て
い
る
方
が
い
な
い
場
合
は
こ
の

制
度
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。）

※
計
算
対
象
の
金
額
が
基
準
額（
別
表
）か
ら

500
円
を
超
え
な
い
場
合
は
、支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
申
請
手
続
／

【
愛
西
市
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
に
ご
加
入
の
方
】

　
対
象
の
方
へ
郵
送
で
ご
案
内
し
ま
す
。
案

内
が
届
き
ま
し
た
ら
、申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
必
要
書
類
／

・
健
康
保
険
証（
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
）・

自
己
負
担
額
証
明
書（
算
定
期
間
内
で
医
療

保
険
者
・
介
護
保
険
者
が
変
更
に
な
っ
た
場

合
必
要
。
ご
不
明
の
場
合
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。）

・
印
鑑
、
振
込
先
通
帳

・
通
知
カ
ー
ド
ま
た
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
な

ど（
個
人
番
号
確
認
の
た
め
）

▼
申
請
先
／

保
険
年
金
課
ま
た
は
各
支
所

【
被
用
者
保
険（
会
社
の
保
険
）や
愛
西
市
以

外
の
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
に
ご
加
入
の
方
】

　
申
請
先
、
申
請
方
法
は
、
令
和
元
年
７
月

末
で
ご
加
入
の
医
療
保
険
者（
会
社
な
ど
）に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市
営
駐
車
場
の
利
用
者
募
集

■問
財
政
課 

☎（
55
）７
１
３
２

▼
募
集
場
所
／

永
和
駅
前
駐
車
場　
募
集
台
数
１
台

・
所
在　
　
大
野
町
郷
西
１
番

・
使
用
料　

１
台
１
か
月
５
千
円

・
利
用
開
始
日　

４
月
１
日（
水
）

※
利
用
許
可
期
間
は
最
長
５
年

▼
申
し
込
み
／
３
月
10
日（
火
）～
24
日（
火
）

午
前
９
時
～
午
後
５
時（
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
）に
車
検
証
の
写
し
、
認
印
を
持

参
し
、
財
政
課
で
申
請
書
を
記
入

▼
抽
選
／
３
月
27
日（
金
）午
後
６
時
30
分 

市
役
所
南
館

※
抽
選
に
は
、
申
込
者
ま
た
は
代
理
人
が
必

ず
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
使
用
料
の
納
付
方
法
／
年
２
回
、
納
付
書

で
前
納
し
て
く
だ
さ
い
。
途
中
で
解
約
す
る

場
合
は
、
還
付
請
求
が
で
き
ま
す
。

く
ら
し

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度

■問
保
険
年
金
課
☎（
55
）７
１
１
９

　
高
齢
福
祉
課
☎（
55
）７
１
１
６

▼
制
度
内
容
／
１
か
月
に
か
か
っ
た
医
療
保

険
の
自
己
負
担
額
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
は

「
高
額
療
養
費
」、
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額

が
高
額
に
な
っ
た
場
合
は「
高
額
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
」が
申
請
に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
に
加
え
、
１
年
間
に
医
療
保
険
と
介
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所得区分 後期＋介護 医療保険＋介護
（70歳以上） 所得区分 医療保険＋介護

（70歳未満）
現
役
並
み
所
得
者

現役並み所得者Ⅲ
（課税所得690万円以上） 212万円 212万円 ア

（901万円超） 212万円
現役並み所得者Ⅱ

（課税所得380万円以上） 141万円 141万円 イ
（600万円超
901万円以下）

141万円現役並み所得者Ⅰ
（課税所得145万円以上） 67万円 67万円

一般
（課税所得145万円未満） 56万円 56万円

ウ
（210万円超
600万円以下）

67万円

エ
（210万円以下） 60万円

低所得Ⅱ 31万円 31万円 オ
（住民税非課

税世帯）
34万円低所得Ⅰ 19万円 19万円




